
危険老朽空き家対策事業の流れ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建物所有者からの 

空き家調査申込書提出（除却希望） 

現地調査を実施し、 

危険老朽空き家の該当・非該当を判定 

結果通知 適切な自己管理を指導 

結果通知 

建物及び土地の寄付等申出書提出 

土地を含めた寄付が可能かどうかの確認 

・ 相続関係者の同意 

・ 質権や抵当権等の権利関係整理 など 

町内会、近隣住民からの 

除却希望等に関する相談、情報 

適切な自己管理を指導 

解体後の跡地管理について 

          地元町内会と協議 

除却を行う空き家の選定 

（解体後の跡地の活用、維持管理に関する協議） 

適切な自己管理を指導 

登記 

解体工事 地元町内会へ維持管理委託 

建物所有者へ連絡 

非該当 

危険老朽空き家該当 

不可 

寄付が可能 

選定外 

寄付受諾 


